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駿河台大学大学院心理学研究科（臨床心理学専攻・法心理学専攻） 

設置の趣旨等を記載した書類 
 

１．設置の趣旨及び必要性 

（１）駿河台大学の沿革と教育理念 

駿河台大学は、昭和６２年４月、その学則第１条に「・・広い分野の知識と深い専門の学術を教授研

究するとともに、徹底した人格教育を通して、豊かな知的教養と国際的感覚を備えた有為の人材を育成

し、学術、文化の向上・普及と併せて人類・社会の発展に寄与することを目的とする」ことを教育理念

として掲げ、埼玉県飯能市に、法学部のみの単科大学として創設された。爾来、その教育理念の具現に

当たって、学生が教授と語り合い、教授の人格に触れながら熱心に勉学に励む「愛情教育」をモットー

にして教育活動を展開し、現在では、学部においては、法学部、経済学部、文化情報学部、現代文化学

部の４学部（現在文化情報学部はメディア情報学部、現代文化学部心理学科を心理学部へと設置届出済

み（平成２１年４月設置予定）であり、平成２１年度には５学部となる。）、及び大学院においては、経

済学研究科、現代法情報文化研究科の２研究科、更に専門職大学院として法科大学院を併せ持つ文科系

総合大学である。 

本学は、上記のような教育理念に基づく教育を展開してきたが、バブル崩壊後、高等教育に対する社

会的要請の多様化、学生の多様化、学生受け入れ状況の変化、大学設置基準の大綱化、大学個性化の要

求、教養教育の重視と専門教育の見直し、キャリア教育の重視など、大学を取り巻く状況は激変した。  

 こうした激変に対応すべく、「愛情教育」の中身を再検討し、知的教養と国際感覚を備える人材育成

の理念は維持しつつ、その実現のために、地域の基盤を支え、地域の活動を担う人材の育成に力点を置

き、教養教育を中心とし、基礎学力を身に付ける学部教育、課題探求能力、コミュニケーション能力、

確固とした職業観や社会観の涵養、地域の教育力の活用などを目標として教育研究を展開してきている。 

 こうした本学の教育理念と、その実現に向けた改革のあり方は、平成１９年度に大学基準協会に提出

した自己点検・評価報告書に基づく認証評価おいても、基準を満たすとの評価を受け、本学の教育理念

と教育目標が社会的に認知されたところである。 

 

（２）心理学研究科設置への取組み 

本学では、国際化・情報化・高度化した現代社会の中で、異なる資質や能力、文化的背景を持つ人々

との相互理解と協力を実現するための基盤として、人間の心理学的理解が要請されているとの認識に立

ち、平成１５年４月現代文化学部に心理学科を設置した。現代文化学部心理学科の設置時に、大学院設

置の構想があったものの、まず学部教育において心理学の基礎的学習を重視し、併せて、幅広く他分野

の学習も行い、豊かな教養を持った社会人を育成すべきとの考えから、大学院の設置は将来的な課題と

された。 

 ①臨床心理学専攻の設置 

しかし、この間、高度情報化社会における実感的人間理解の減退、現代社会の非人間化や地域社会に

おける人間関係の希薄化などに伴う個人の孤立化、心の悩みを抱える者の増大、心の問題を抱えたと考

えられる犯罪などの社会的問題が多発し、心理学の専門性、とりわけ臨床心理を代表とする実際的な心

理学に対する社会的要請はますます高まってきた。更に、現代文化学部心理学科の学生においても、よ

り専門的な心理学の学習と臨床心理士等資格取得に対する要望も極めて高かったことから、平成１９年

４月より本学大学運営会議において議論を重ね、１１月には現代文化学部心理学科を心理学部に昇格さ

せること、併せて、高度な専門性を学習できる心理学系大学院を設立することが決定され、同月「学部

学科改組準備委員会」と「心理学系大学院設立準備委員会」が同時に設置された。「心理学系大学院設
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立準備委員会」の下部組織として、「カリキュラム検討委員会」が設置され、大学院の具体的なあり方

に関する議論を進めてきた。 

「カリキュラム検討委員会」においては、まずもって、社会的なニーズ、学生のニーズを満たす専攻

として「臨床心理学専攻」の研究科設置が決定された。心理学に対する社会や学生の第一のニーズは、

先に指摘したような心理的・社会的諸問題に直接的・具体的に対処し得る心理カウンセリングであり、

実際には「臨床心理士」等の資格取得可能な大学院設置の要請に応える必要性があると考え「臨床心理

学専攻」の設置が「カリキュラム検討委員会」で決定された。 

②法心理学専攻の設置 

更に、心理学に対する社会の要請は、心理カウンセリングの専門家だけにとどまるわけではなく、よ

り広い分野において心理学専門家養成が期待されており、こうした社会的要請に応えた大学院教育を展

開し、現在及び将来においてより特色ある社会貢献を実現する必要性があるとの認識を共有した。この

とき、現在進行中の司法制度改革に注目し、裁判を中心とした司法手続きや犯罪被害者支援や犯罪者の

矯正教育と更正などは、単に法制度や法システムの変更にとどまることなく、極めて具体的な人間的理

解が必要であり、将来的な心理学専門家に対する法的領域におけるニーズは、確実に高くなるものと考

えた。法的領域における心理学研究の現状を見るならば、心理学の先進国であるアメリカ合衆国におい

ては、アメリカ心理学会(ＡＰＡ)の第４１部会にThe American Psychology-Law Societyがあり、裁判

心理学士(Forensic Psychology)の認証コースも設けられ、多くの大学院でも法心理学専攻が設けられ

ている。更に、平成１１年には第１回「心理学と法国際学会」が開催され、これまで３回に亘って大会

が開催されている。 

我が国に目を転ずるならば、第１回の国際会議参加者を中心にして平成１２年には「法と心理学会

(The Japanese Society for Law and Psychology)」が設立され、研究及び研究組織も整いながら今日

に至っている。こうした心理学研究の組織的な動きは、他学会にも着目されるところとなり、本年度の

日本認知心理学会第６回大会においては、「心理学のキャリアパスを考える：刑事司法や矯正の現場は

心理学にどのような人材を求めるのか？」と題するシンポジウムも開催されることとなっている。この

ように、心理学研究やその組織化においても法心理学は急速にその高まりを見せているものの、我が国

では、まだ大学院において法心理学専攻を置き、専門教育を展開するには至っていない。しかし、先に

指摘したように、この領域にまつわる社会的問題は深刻さを増しており、心理学が十分に貢献できる領

域になっている。加えて、駿河台大学は法学部のみの単科大学として開学し、法科大学院を併設してお

り、法曹界に対して一定の社会的貢献を実現してきているという歴史的経緯を考えるならば、法的領域

に貢献できる心理学的専門性を持つ人材を育成する専攻の設置によって、より充実した社会的貢献が可

能であると考え、「法心理学専攻」の構想が「カリキュラム委員会」で議論された。その結果、我が国

において、前例はないものの、「臨床心理学専攻」に加え、「法心理学専攻」を設置し、本学心理学研究

科の教育研究を特色ある研究科とすることが、平成２０年４月の「心理学系大学院設立準備委員会」に

おいて決定され、今日の申請に至った。 

 

２．心理学研究科の教育理念と目的 

（１）教育理念 

駿河台大学心理学研究科の教育理念は次のとおりである。 

 

①高度にシステム化された現代社会において、高度な専門知識と技能及び批判的・実践的かつ柔軟な応

用力の養成 

駿河台大学心理学研究科は、高度にシステム化され、知識基盤社会を迎えた現代社会において求め

られる高度に専門的な心理学的知識と、これを批判的に考察し、常に社会の現場から要請される種々

の心理的サポートを実践的・応用的に展開できる柔軟な思考力と、技能の養成を教育理念とする。心
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理学は人間に関心を持つといいつつ、実際には抽象的・一般的な人間に対する関心が強く、社会の中

で具体的な生活を営み、様々な「こころ」の変化を体験するリアルな人間に対する関心はどちらかと

いえば希薄であった。社会は、現実世界に生きる人間が抱える実際的な問題、個別具体的な問題に対

処すべく心理学の支援・援助を求めているのであり、こうしたリアルな人間の生き様に対する具体的

な関心と理解、生活現場のニーズに応じて柔軟に対応できる応用的かつ実践的な知識と技能の養成こ

そが、現代社会において求められる心理学の専門性であると考え、このような専門的職業人としての

心理学専門家養成を教育理念とした。 

 

②グローバル化が進展する現代社会において、多様性の理解に基づいた問題解決能力の涵養 

グローバル化の進展は、歴史や文化、個人的条件の差異において多様性を持つ人々との協力や共同

を実現する資質の重要性を高めてきている。国際化に象徴されるグローバル化は、しかし、互いの多

様性に対する無理解から多くの紛争の一因ともなっている。異なる価値観や世界観そして個人史を持

つ人々の多様性を深く理解し、紛争の解決に対して規範的にではなく心理学的視点から解決をサポー

トできる高度な人間理解、専門的学識そして技能を涵養することを教育理念とする。こうした多様性

の理解に基づいた社会的問題解決力が発揮されることは、とりもなおさず個人の尊厳に対する畏敬の

念を持ち、紛争解決において個人の納得や満足を社会的現実の中で実現することに他ならない。多様

性の認識の中で個人を尊重した問題解決ができる高度な学識と技能の涵養は、まさに現代社会が求め

る心理学の専門家像であると考えた。 

  

以上の理念から理解できるように、本研究科は研究者養成ではなく、あくまでも高度な専門的職業人

の養成を使命と考えている。したがって、当面はこうした教育理念の実現を目指し、修士課程のみの大

学院教育を確実に実行し社会的な貢献をすることが重要であり、博士課程の設置については将来的な課

題であると考えている。 

 

（２）教育目的 

知識基盤社会において高度専門職業人を目指す本研究科の教育理念を実現するためには、大きく２つ

の考え方ができる。第１は、心理学を幅広く学習し、多様なニーズに対応できる心理学的素養を持った

人材育成を目的とすること、第２は、特定の現場や社会的ニーズに焦点化した学習を通して、特定の心

理学的知識や技能を、現場の多様性に適合させながら幅広い心理学的素養を獲得していく人材の育成を

目的とすることである。 

本学心理学研究科は、この第２の方法を採用することとした。その理由は、複雑化した現代社会にお

いて、一般から個別・具体への学習は、ともすれば社会が学
．
に求める実践的な有用性にいたることが難

しい。一方、焦点化された知識や技能は、少なくとも社会的な現象と特定の局面においては有用性を持

つものであり、そこからの学習の広がりは、実際の問題が発生している社会現場において、実際的ニー

ズに応える心理学的知識と技能を現場の中で学ぶことができ、更には、心理学を超えた領域に関する幅

広い学習の必要性や動機も喚起し、現実的な問題解決、実際的社会的諸関係の調整能力の習得が可能で

あると考えたからである。 

したがって、本研究科の教育目的は次のように、かなり焦点化された人材育成を目指している。 

 

①実践的な心理カウンセリングが可能な人材の養成 

高度情報社会の成熟期に入り、グローバル化がその進展を早める中で、地域の人間関係の崩壊、家

庭の崩壊、規範意識の希薄化などにより個人が孤立し、個人が抱える心理的問題も多様化しつつ、そ

の解決に対して周囲に支援する他者が存在し得ない状況が進み、専門家としての心理カウンセラーに

対する社会的需要は極めて強くなっている。「こころ」の専門的ケアを行うことは、多様な個人の多様
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な心のあり方を共感的に理解することができ、更に、そうした多様性にクライエント自身が気付き、

社会的諸関係性の中で、個人を埋没させるのではなく、個人的特性を十分発揮しつつ生きる力を獲得

することである。こうした過程を支援する、具体的かつ実際的なカウンセリングの知識・技能と態度

を持った高度専門職業人としての心理カウンセラーを養成することが心理学研究科臨床心理学専攻に

おける教育目的である。職業としての心理カウンセラーに対しては、本学現代文化学部心理学科を受

験する志願者及び、同学科卒業後の進路として種々のカウンセラーを志望する学生も多く、これまで

他大学院や資格取得のための進路選択を行った学生は、心理学科学生（９０名）の５％から１０％に

及んでおり、潜在的には更に多くの学生がこの領域への志望を抱いている。 

大学の大衆化によって、大学の教育の目的のひとつとして、学生のニーズに対応した教育のあり方、

学生の進路希望を実現すべき教育のあり方が強く求められている。こうした大学に対する学生の強い

要請に応えることも大学が社会的責任を果たすことと考え、臨床心理専攻を置き「臨床心理士」等の

資格取得が可能なカリキュラムを整え、心理カウンセラーの養成を行うことを目的とする。 

 

②法的領域で求められる種々の心理的支援を行うことができる人材の育成 

現代社会にける司法の現場おいて発生する様々な問題、捜査のあり方、証拠評価、裁判員制度の運

用、犯罪、犯罪被害者支援、犯罪者の矯正教育や更正、虐待などの問題は、法的制度や法規範の枠組

みにおいてのみ解決できるわけではなく、法に具体的に関わることになる個別事件や、人間の心理学

的理解を基礎として実現できるものである。司法制度改革が推進しつつある中、司法システムにおけ

る個別具体的な個人に対する支援、援助の必要性が高まっている。 

法システムにおいて、心理学的理解に基づいて個人の支援を行うことや、法運用の現場に対して心

理学が貢献できる問題領域は拡大しつつあり、いわゆる法サービスの質的向上の必要性はますます高

まっている。 

この分野の先進国である米国では、Psychology and Lawの学位を出す大学院が複数存在し、法的領

域に心理学が多大の貢献をしている。しかし、我が国においては、いまだ法心理学の高度な専門的学

識に焦点化して教育を行う大学院や機関はなく、社会的要請が高まる前述したような課題に応えるべ

き心理学的資質を備えた人材育成に関しては、いまだに手着かずの状態にある。こうした中で、法領

域をフィールドとした実際的な心理学の専門家を養成することは、将来的課題というより緊急の現実

的課題になりつつある。 

法領域における矯正教育プログラムの充実という課題を例にとると、再犯防止という国民の安全な

暮らしという側面はもとより、裁判や刑務所管理費用などの削減に結びつく実践であり、経済的側面

からも法運用の効率性と実効性を高める必要性が求められている。また、先に指摘した本学現代文化

学部心理学科で学ぶ学生の志望動機を形成している契機として、虐待、少年犯罪、自殺などの刑事事

件を挙げる学生も多く、この事実は、心の問題を考えるきっかけとしての法心理学に対する関心の高

さを示していると解釈できる。したがって、法的場面において心理学が果たすべき役割をしっかりと

自覚し、質の高い法サービスを提供し、人間に優しい制度設計や制度運用を構想し、実現できる人材

育成が求められているのである。 

本研究科に法心理学専攻を置き、司法の現場をフィールドとした実際的な心理学的支援ができる知

識と技能を持った人材育成を目的とする。 

 

（３）どのような人材を育成するか―具体的進路 

心理学研究科は心理学の幅広い学習に基づいた臨床心理学及び法心理学の専門的知識と技能とを有

し、こうした専門知識と技能をもって現実社会に発生する様々な心理学的諸問題に対し実際的・具体的

対処と人間関係調整能力を兼ね備えた高度の専門的職業人を育成し、もって社会に貢献しようとするも

のである。 
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＜臨床心理学専攻＞ 

臨床心理学専攻が目指す「臨床心理士」については、すでに１５０を超える大学院において臨床心

理士資格取得の認定校になっており、卒業後の進路としても決して潤沢に準備されているとはいえな

いが、他分野の大学院専攻に比べるならば、臨床心理学専攻は依然として社会的需要が見込まれる分

野である。これまでの主たる職業であった学校カウンセラーの需要は、全中学校に心理相談員を配置

する政策によるものであるが、最近では、心理的問題の低年齢化傾向と問題解決の早期化要請から、

小学校にも相談室を設置し心理カウンセラーを常駐させたり、定期的に相談を実施する地域も増加し

つつある。また、児童虐待や犯罪の低年齢化傾向、犯罪被害者のケアなどが重要な仕事になってきて

おり、警察、児童相談所、教育委員会、矯正施設などにおける心理専門家の要請は高まることが予測

できる。更に、民間企業においても、心の問題を抱える社員を抱え、その対応に苦慮してもいる。採

用した人材の有効活用によるコスト削減や、職場の精神衛生管理の向上などの側面から、民間企業に

おける心理相談などが増加することも見込まれる。 

臨床心理学専攻を生かした具体的進路、職業としては、次のような分野が考えられる。 

①教育分野 

中学校や小学校における心理相談員 

②公務員 

家庭裁判所調査官、刑務所や少年院における矯正教育担当、保護観察所職員や警察署における

犯罪被害者ケアや虐待問題の対応を行う職員。児童相談所職員や教育委員会における職員。 

③医療・福祉分野 

病院におけるカウンセリング・ターミナルケア、福祉施設におけるケア 

④民間企業  

産業カウンセリング、人事担当職員 

これらの職業では、現在、教育分野における心理相談員に従事するものが最も多い。 

 

＜法心理学専攻＞ 

法心理学専攻においては、法フィールドにおける心理専門職の養成は、司法制度改革の具体化、法

サービスの質的向上や犯罪防止、再犯防止などが果たす社会的コスト削減要請から確実にその需要は

高まるものと予想できる。ただ、特段の専門的資格は取得できないから、具体的進路は公務員が主た

る職業とならざるを得ない。 

①公務員 

国家公務員としては、家庭裁判所の調査官、法務省、刑務所や少年院における矯正教育・犯罪

者の更正教育の専門家、更に、保護監察官などもなどである。更に、警察署における犯罪被害者

ケアや、虐待問題の対応を行う職員も有望な進路のひとつである。地方職員としては、県庁や市

役所における福祉、教育などの担当者も進路である。 

②法科大学院への進学 

心理学的基礎を持つ法曹人となるべく、法科大学院に進学し、直接的に法的領域に貢献するこ

とも進路のひとつである。 

③ 民間  

一般企業への進路は多くはないが、現在民間委託の刑務所が実現しており、こうした刑務所に

おける矯正教育担当者、矯正プログラムの遂行者としての進路が期待される。更に、いわゆる「法

テラス」の職員や、弁護士会や弁護士事務所における職員なども進路のひとつとして考えられる。 

  

３．研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

研究科名称を「心理学研究科(Graduate school of Psychology)」とし、専攻は、「臨床心理学専攻(Course 
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of Clinical Psychology)」及び「法心理学専攻(Course of Legal Psychology)」とする。 
付与する学位を、両専攻とも「修士（心理学）」とする。 

 

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

本研究科は、現実の社会における心理学的な問題解決を支援するための実践的知識と、技能を養成す

ることを目指している。これは、現実社会において活動の基盤となる知識、技術を求められている知識

基盤社会に対応するものであり、その実現のために実務に応用することができる能力を身に付けられる

教育課程編成が必要となる。本研究科における教育課程編成の基本的考え方も実務に応用できる実践力

を涵養するとの考え方を基本としている。 

こうした基本的な教育課程編成の考え方は、臨床心理学専攻と法心理学専攻の両専攻で共通している。

両専攻における教育課程の特色を述べるならば、臨床心理学専攻においては「臨床心理士」資格取得に

必要な科目を配置し、現実社会の現場で活躍できるカウンセリング能力を培うことを目指す教育課程編

成とした。また、法心理学専攻においても、具体的な事件を通した事例研究、被害者支援、矯正教育、

裁判におけるコミュニケーション、虐待、犯罪の低年齢化、少年非行などの法的領域で頻発している現

実的諸問題に対する基礎的理解と具体的支援のあり方を考察し、司法現場において実際的な有用性を持

つ知識と技能を修得できる教育課程を編成した。 

本研究科における教育課程は「基礎科目群」「基幹科目群」「発展科目群」の３分野から構成した。 

カリキュラム編成の特色は、次のとおりである。 

①理論と実習や演習とをバランスよく配置したカリキュラム体系 

各専攻における「基幹科目群」として、実務に応用することができる能力と技能を修得できるよう

に、理論と実習や演習とをバランスよく配置した体系的カリキュラムであること。更に、これらの基

幹科目群の科目をすべて必修としたことにより、理論と応用の心理学的学習を複数科目の履修によっ

て実現するコースワーク的カリキュラムとした。各専攻において、教育課程のコアとなる基幹科目は

１年次に配置し、他の科目は１・２年次の開講科目とした。各専攻の基幹的学習分野をできるだけ早

期に学習し、２年次における演習や実習、一般領域における応用性などの現場の条件に即した応用的

学習ができるように配慮したからである。こうした科目の学年配当は、入学当初から専門的学習を深

めたいという多くの学生が持つニーズに対応すること、更に、専門的学習を通して心理学に対する学

習動機を持続させることができると考えたからである。 

具体的には、臨床心理学専攻においては、「基幹科目群」として臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ、臨床心理面

接特論Ⅰ・Ⅱの理論的な基礎科目と、臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ、臨床心理基礎実習、臨床心理実習の

実習・演習科目を専攻学習のコアとなる科目として必修科目とした。 

法心理学専攻においては、導入科目のコアとなる法心理学原論、理論的検討が中心の法心理学特論

Ⅰ・Ⅱ、犯罪心理学特論Ⅰ・Ⅱ、非行臨床特論Ⅰ・Ⅱと、実習的要素を加味した科目として法心理学

実習を必修科目として配置している。 

両専攻ともに、「発展科目群」の臨床心理学研究、法心理学研究を１・２年次とも必修として、修士

論文の作成指導を最終目的としながら、情報検索力、発表力の実際的能力を養成する科目を配置した。 

 

②幅広い心理学的視点から問題状況と問題解決支援を学習できる一般心理学的な科目の配置 

現実場面における複雑で多様な問題の理解には、単に主専攻に直接関わる科目の理解だけではなく、

全般的な心理学的視点からの現象の分析力と対応力も求められるから、幅広い心理学的視点から問題

状況と問題解決支援を学習できる一般心理学的な科目を基礎科目群として配置した。この科目群に配

置されているのは、認知心理学特論、社会心理学特論、人格心理学特論、老年心理学特論、心理学統

計法特論である。これらの科目の中から、学生の問題関心と必要性に応じて、一般心理学中心の学習

が進められるようⅠ・２年次配当の選択科目とした。 
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③臨床心理学専攻と法心理学専攻との相互乗り入れしたカリキュラム編成 

臨床心理学専攻と法心理学専攻との科目群を、相互乗り入れしたカリキュラムを編成した。こうし

た相互乗り入れの科目編成により、臨床心理学専攻では一般的な臨床心理の専門性から法領域に特化

された専門性を、法心理学専攻では法心理学の一般的な理解に加えて、司法の運用領域で課題となっ

ている犯罪被害者ケア、少年犯罪と矯正、刑務所などの矯正プログラムの運用などの問題に対する臨

床心理学的取り組みをも学習できる教育課程編成になっている。これに対応する科目は、臨床心理学

専攻においては、法心理学特論Ⅰ、犯罪心理学特論Ⅰ、非行臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱであり、法心理学

専攻においては、精神医学特論、臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ、臨床心理面接特論Ⅰ・Ⅱである。 

 

④異なる学習分野から入学してきた学生に配慮したカリキュラム編成 

a)心理学未修者への配慮 

異なる学習分野から入学してきた学生には、専攻に関する基礎的領域の学習や専門科目の学習と

合わせて、心理学全般の学習ができるように、一般心理学的内容が学習できるよう１・２年次の選

択科目として基礎科目群を設定した。心理学とは異なる学習経験を持つ学生に対しては、心理学全

般の問題意識を知ると同時に、心理学的研究方法の多様性に関する学習を進め、特定の関心分野を

通して心理学的研究の基礎を学ぶことができる。こうした心理学とは異なる分野から入学してくる

学生は、専攻の基礎的学習（基幹科目群）と同時に、心理学の一般的学習の機会を提供し、学習動

機を維持しつつ、幅広く心理学の知識修得が可能となるようにとの考えからである。 

b)法心理学専攻における法学未修者への配慮 

法心理学は、法領域における心理学的アプローチを想定していることから、心理学的知識や技能

の習得はもちろんのこと、こうした専門性が法的現場において実際的に機能できるようにするため

には、法律に関する基礎的な理解が必要である。とりわけ平成２１年４月開設予定の「心理学部」

の大学院と理解されることは必至であり、大学院進学者は心理学的な基礎学習を経て入学してくる

者が多いことが予想されるところである。これらの学生は、法学未修者という枠組みで捉えること

ができ、こうした学生に対する法学の基礎的知識の学習は、法心理学専攻における教育目標に照ら

しても必要な知識である。そこで、法学未修者に対する配慮として、基礎科目群に、刑事法特論（刑

事訴訟法を含む。）、刑事政策特論、司法手続特論、民事法特論（家族法・財産法を含む。）の４科目

を設置し、心理学科目と同様に１・２年次配当の選択科目とした。 

更に、法心理学専攻が法律学と心理学との基礎的理解に基づいて、法心理学の新たな問題を両学

問の融合して課題発見と解決を行うことを教育目標としていることから、発展科目群に、法学に関

する授業科目として、消費者保護法特論、不法行為特論、個人情報保護法特論の３科目を開設する

こととした。これらの科目は、今日的な内容を教授する科目であり、現代社会おいて、人々が日常

生活で直面する可能性の高い課題に対して、法律がいかに対処しているかについての視点を提供す

ることができるという意味で、法心理学専攻における発展科目として相応しい科目であると考える。 

 

⑤法心理学専攻における法学と心理学のコラボレーション 

法心理学専攻は、法学と心理学との基礎的理解に基づいて、法心理学の新たな問題を両学問の融合

して課題発見と解決を行うことを教育目標としている。したがって、心理学的学習ばかりではなく、

法学に関する基礎的理解も必要である。そこで、先の「法心理学専攻における法学未修者への配慮」

でも述べたように、法学科目を「基礎科目群」に、刑事法特論（刑事訴訟法を含む。）、刑事政策特論、

司法手続特論、民事法特論（家族法・財産法を含む。）の４科目を、「発展科目群」には、消費者保護

法特論、不法行為特論、個人情報保護法特論の３科目を設置して、法学と心理学とのバランスをとっ

て配置した。更に、「基幹科目群」に、法心理学原論、法心理学実習を必修科目として配置し、法学者
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と心理学者とがオムニバス方式で授業担当を行うことで、法学と心理学との内容的なコラボレーショ

ンが実現できるようにした。 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（１）教員組織の基本的考え方  

現実の社会的要請に応える教育課程を稔りあるものとするために、高度の専門性と実践的な教育能力

を備えた教員組織を構築する必要がある。駿河台大学心理学研究科においては、優れた教育研究的実績

を有する研究者教員の確保に努めるとともに、実務的・実践的な教育を目的としているから、現実の社

会現場に問題を発見し、解決する教育が可能な人材を含めて教員組織を構成する必要がある。そのため、

研究者教員に加えて実務経験が豊富な教員、現実的問題解決を主たるテーマとする研究者とを配置して

教員組織を構成した。臨床心理学専攻においては、特に臨床現場や行政に携わってきた実務経験の豊富

な教員を、法心理学専攻においては、個別的事件において心理学的鑑定経験を持つ者、現場的関心を持

って研究を行っている教員を含めて、陣容の強化に努めた。更に臨床心理学の専門家でありながら、法

的分野に関心を持つ教員を採用し、両専攻間にわたって有機的かつ実際的な指導ができる教員組織を編

成した。 

また、講義や演習時間以外にも学生に対する個別的指導が可能になるように、兼担教員や兼任教員で

はなく最大限専任教員を配置し、学生の教育サービスを充実させた。 

 

（２）担当教員の配置 

臨床心理学専攻及び法心理学専攻のおける基幹科目や修士論文指導などの必修科目には、特に現場に

おいて経験を持つ教員や、現場の問題に対して心理学的意見書などの作成を行っている教員を配置し、

すべての学生に対し、専門的知識や技能が応用的・実際的に使用できる具体的な手法を教育できること

とした。更に、現実社会の現場において有用となる心理学的サポートを実現するためには、心理学の専

門的知識と技能だけではなく、現場から要請される特殊な知識と技能が求められ、こうした能力を持っ

ていればこそ心理学的専門性が生かされるものである。現場を知る教員を各専攻の必修科目である基幹

科目に配置したことによって、心理学的専門性を超えた生きた知識と技能を、すべての専攻学生に教育

することが可能となる。 
法心理学専攻においては、心理学の専任教員（４名）と法学の専任教員（２名）を配置し、法心理学

の教育において、心理学と法学とがバランスよく実現できるようにした。 

 

６．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（１）教育方法、履修指導、研究指導の方法 

①実践的な教育ができる 

心理学研究科における臨床心理学専攻と法心理学専攻は、心理学の領域の中でもかなり焦点化され

た専門教育を実現しようとするものである。この教育の基本的考え方は、本学の教育理念である「愛

情教育」を貫き、少人数教育と個別学生の学習進度に応じた教育を徹底することである。各専攻の定

員を１５名と予定しているところから、講義科目においてもかなりの少人数での教育が可能であり、

担当教員が学生個人の適性や達成度を的確に把握し、教員と学生、学生相互間に親密性と一体性を醸

成でき、双方向的教育を実現することができると考えている。 

また、演習科目や実習科目については、臨床心理学専攻においては本学カウンセリングセンターや

外部医療施設などの現場における実習を必修とし（臨床心理学基礎実習、臨床心理実習）、実践的な

知識学習とカウンセリング技能の習得を可能とした。また、法心理学専攻においては、法心理学演習

Ⅰ・Ⅱにおいて、民間刑務所で試みられている矯正プログラムの実際的運用について学習などができ

るようにした。また、臨床心理学研究、法心理学研究においては１・２年次を通じて事例を中心にし

た学習を展開し、論文作成においても十分現場や実践的課題を意識した学習が可能となるようにした。
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実習や演習は、かなり少人数で実施することから、双方向的な教育を実現でき、学生の学習の達成度

に応じた教育が可能になる。 

外部実習の受入先については、主として心理カウンセリングを実際に実施している施設、並びに施

設における補助的な業務として心理カウンセリングを実施している施設が求められている。外部施設

における実習で、施設が持つ特殊性に配慮したカウンセリングを実現することができる社会的能力や

技能、柔軟かつ実際的な有用性を持つ専門性を学習することを目標とし、実習の期間は、臨床心理実

習が年間３０回の授業を予定しているので、最低１５回分を実習期間とする。また、外部実習協力施

設と大学（「カウンセリングセンター委員会」）との間で「臨床心理実習協議会」を設置し、指導学生

の派遣計画、実習計画と実習の実施、実習成績、緊急事態への対応などについて責任体制を明確にし

て、実習生及びクライアント、更には外部実習施設において、安全かつ有用的な実習が実現できるよ

うにする。 

現在のところ、外部施設として下記の施設において本学学生の臨床心理実習を行う実習生の受入内

諾を得ている。（資料⑦参照）。 

記 

設置法人 受入施設 所在地 

医療法人財団駿愛会 駿河台診療所 東京都千代田区 

医療法人財団新生会 大宮共立病院 埼玉県さいたま市 

社会福祉法人名栗園 

介護老人福祉施設 あしかり園 

高齢者福祉施設 敬愛園 

軽費老人ホーム シルバーハウス希望の園 

埼玉県飯能市 

 

②研究指導の方法―論文指導を含む 

修士の学位の質を担保するために、修士論文の指導は臨床心理学研究、法心理学研究において１，

２年次とも通年で指導が行われる。臨床心理学研究及び法心理学研究は、学生の関心と達成度に合わ

せた個別的かつ親身な指導ができるよう教員一人当たり最大５名までの履修とした。まず、この方策

によって、教員が学生一人ひとりに目配りすることが可能となり、教員の学識を十分学生に伝授する

ことができる。 

１年次には、学生の問題意識を心理学的課題にまで焦点化させることが主たる教育目標となる。こ

の課題設定に向けて、心理学論文の読み方、要約、発表用レジュメの作成などの基礎的な技能を身に

付けるとともに、関連論文の購読を通して自らの課題が心理学全体に占める位置を理解させ、その集

約として１年次最後に関連文献のレビューを作成する。このレビューは、修士論文において研究上の

問題につながる内容となる。 

２年次には、問題を実践的場面で応用的・実践的に有用となる学習を進めながら、修士論文テーマ

発表、修士論文中間発表会を実施し、論文作成の内容、進度を確認する。そして、学年末に修士論文

発表会を学部生なども含めた公開において実施する。このように、修士論文作成までに基礎的な論文

講読や発表体験を経験させることで、内容を精査し、修士論文としての質を担保することができる（添

付資料②参照）。 

③自前テキストの作成 

本研究科の学生の学力や資質に適合した教育を実現するために、科目担当者はできる限り早期に自

前のテキストを作成し、授業の効率性と有効性を高める。 
④履修モデル・講義時間割の提示 

各専攻において、心理学の既修者と未修者に対する履修モデルを、法心理学専攻においては、更に

法学の既修者と未修者に対する履修モデルを提示した。既習者に対しては、一般心理学の知識をベー

スにして、臨床心理学・法心理学の専門基礎（基幹科目）を学習すると同時に、専門と関連し、応用
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的な科目（発展科目群）を１年次から積極的に履修するモデルを提供する。心理学の未習者に対して

は、基幹科目の履修と併せて、一般心理学の学習（基礎科目群）を同時に履修し、専門的関心が心理

学全体に対して持つ位置づけを理解できるような履修モデルを提供して、専攻における基幹科目の学

習が円滑に進行し、修士論文を作成できるよう工夫する（添付資料③参照）。 

参考までに、予定する講義時間割表を添付する（添付資料④参照）。 

⑤ＴＡ（ティーチング・アシスタント）として教員の教育活動の補助を行い、教育体験を通したコミュ

ニケーション力・指導力を涵養する 

学部における心理学研究法（実験、調査、面接、観察などの内容を含む。）などの実習的授業を中

心にして、教授者の補助的役割を担う。ＴＡの具体的役割は、心理実験や調査実施に関する方法、材

料の準備、教示法、質問紙の適切な表現、調査実施に関わる交渉の仕方や注意点、面接における実際

的方法、観察における記録法や観察場所との調整など、研究手続の方法や遂行に関する援助、更には

実験レポートや調査報告書、面接記録の書き方、統計的分析手法の適切性やデータの読み方、整理の

仕方などに関する学部学生に対するアドバイスを中心的な役割とする。 

心理学研究科の大学院生がＴＡとして学部授業における教員の教授補助を行うことに関しては、教

員の補助者として直接学生の指導に当たることによって「教育手法の基礎の実際的学習」、「専門知識

の伝達力、解説力など対人スキルやコミュニケーション力を学ぶ機会とする」というＴＡとなる大学

院生の教育に関する効果が期待できる。併せて、こうしたＴＡによって指導を受ける学部学生にとっ

ても、共に学ぶ過程にある学習者、年齢的にも近い学習者としての大学院生であるから、年齢や威信

性によって躊躇することなく疑問や問題を直接的かつ率直に質問できること、理解が困難な内容や問

題解決に際しての参考文献などに関しても、ＴＡとして大学院生の経験に基づいた指導が受けられる

こと、教員に比べてより日常的に指導を受け、速やかに問題解決に至ることが可能であること、など

のメリットがある。学部学生はともすれば、教授内容に関して理解できない点や疑問点を持ちつつも、

教員に質問するまでもないのではと考え、問題をそのままにして放置してしまう傾向もあるが、教授

補助者としての大学院生であれば質問もしやすく、問題をその場で解決することで学生には理解が得

られるとともに、教授者である教員にとっても、十分な理解の上に立って次の内容の教授に向かうこ

とができる。このように、ＴＡは、ＴＡとなる大学院生だけでなく、指導を受けることができる学部

学生、指導者としての教員においても十分メリットが期待できる制度である。 

 

（２）修了要件 

臨床心理学専攻及び法心理学専攻ともに修了要件は、基幹科目８科目１６単位、発展科目群から４科

目１４単位以上、基礎科目群から２科目４単位以上、計３４単位以上を修得し、かつ修士論文を提出し、

最終試験に合格することである。 
最終試験は、２年次の２月中旬に実施され、各専攻の研究指導を担当する専任教員全員で、口頭試問

の形式で行う予定である。修士の学位を授与した修士論文は、製本をした上で、本学メディアセンター

に配架し、公表する予定である。 
 

７．施設、設備等の整備計画 

（１）「心理カウンセリングセンター」の設置 

心理学研究科においては、より現実場面で生きる実践的心理学の知識と技能を学習する必要があるか

ら、「心理カウンセリングセンター（以下「心理センター」という。）」を設置して、一般市民からの様々

な問題に直接対応する実務的訓練を行うこととした。この施設は、心理学研究科の先の目的を実現する

ためであるとともに、臨床心理学専攻において取得を目指している（財）日本臨床心理士資格認定協会

の第 1 種大学院指定条件を満足させるものとした。本学の現クラブハウス１階東側部分を改修し、面接

室３室、プレイルーム２室、観察室２室、事務室１室、ミーティングルーム１室、倉庫２室等を設置す
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る予定である（添付資料⑥参照）。なお、この施設において、臨床心理基礎実習も併せて行う予定である。 
心理センターは、学生が講義や演習等で学習した知識や技能を、現実的な場面で使用可能な実践的

知識・技能とすることを実現するための場を学生に対して提供する大学の附属施設である。具体的に

は、臨床心理学専攻の専任教員が担当する「臨床心理基礎実習」及び「臨床心理実習」両科目を中心

として、学生による心理カウンセリングの実習を行うとともに、担当教員によるスーパーバイズの下

で心理カウンセリングの実際を学習するための施設である。また、学生相互による模擬的なカウンセ

リングや児童の行動観察なども可能な施設であり、臨床心理学専攻ばかりではなく、法心理学専攻の

学生が司法面接や個別調査などを行うことも可能な施設となっている。 

この「心理センター」の組織体制については、以下のような管理運営体制を考えており、心理セン

ター長の責任下に定期的に心理センター運営委員会を開催し、円滑な運営を行う。またこの心理セン

ター運営委員会とは別に、ケースカンファランスを毎週実施して、クライエントの症状理解やカウン

セリングの方向性や適切性の評価を行う。 

記 

（１）心理センターを大学の附属施設として位置付ける。 

（２）心理センターに心理センター長を置き、心理センター長は、心理学研究科専任の教授の中か

ら学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。 

（３）心理センターの運営を審議する機関として、心理センターに運営委員会を置く。運営委員会

は、心理センター長及び心理学研究科委員会から選出された専任教員若干名をもって構成する。 

（４）心理センターに助手を置く。助手は、臨床心理士の有資格者を２名採用する予定である。助

手の業務としては、受付、インテーク（初回面談）のアシスタント、実習生の割り当てなどを

行う。 

（５）心理センター長は、心理学研究科委員会に対して、心理センター運営委員会の審議内容を報

告する。 

（６）心理学研究科委員会の議長である研究科長は、大学評議会のメンバーであり、全学的な管理

運営的視点からセンターの管理運営体制に関わる基本的事項について、大学評議会の議を経て、

その結果を心理センター長に帰し、心理センター長は、心理学研究科長の指示の下で、心理セ

ンターの管理運営に当たる。したがって、大学全体の教育・運営方針との組織的な整合性を持

ちつつ「心理センター」は運営される。 

参考までに、「心理カウンセリングセンター規程（案）」及び「心理カウンセリングセンター料金規

程（案）」を資料として添付する（資料⑧参照）。 

 
（２）大学院生研究室の設置 

心理学研究科に所属する大学院生のために、専用の研究室を講義棟５階に２室設置する予定である。

大学院研究室には、個人の専用ロッカー、学習机６０席、検索用パソコン６台、閲覧テーブル等を設置

し、快適に何時でも自習できる環境を整備している（添付資料⑤参照）。 
 

８．既設の心理学部及び現代情報文化研究科法情報文化専攻との関係 

（１）心理学部との関係 

平成２１年度より現代文化学部心理学科は、心理学部として独立する予定である。心理学部では、「心

理学は幅広い人間理解の一分野であるとの認識に立って、人間に対する文化的視点の重要性を認識した

教育を行い、心理学・人間学の知識の教授に加えて、社会的スキルと広い教養を身に付け、社会の発展

に貢献できる人事育成」を理念としている。本心理学研究科は、こうした文化的背景を含めた幅広い教

養の中に位置づけられた心理学教育、一般心理学的知識を基盤としつつ、そうした素養を備えた学生に

対して、より心理学の専門性と実践性を高め、具体的な社会的ニーズに心理学の専門家として応えてい
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く教育を行うものである。 

心理学部は心理学研究科のいわば母体となる組織であり、教員組織的にも重なっている部分が多く、

心理学研究科における高度な専門的職業人を目指した実際的教育の内容が、学部教育にも反映され、よ

り現代社会の問題に対応した学士教育を展開することが可能であり、逆に幅広い文化的教養を学んだ学

生が大学院に進学してくることにより、心理学の専門性に広い教養の土台を提供してくれるものである。 

 
（２）法心理学専攻と現代情報文化研究科法情報文化専攻との関係 

本学には現代情報文化研究科の中に法情報文化専攻が設置されている。この法情報文化専攻と今回設

置を予定している心理学研究科法心理学専攻との違いについて説明しておきたい。現代情報文化研究科

は、学則においてその目的を「情報資源の管理に関する知識及び技術並びに法学に関する知識及び技術

を総合して、情報化社会における知識情報の管理を担う能力を有する人材の育成」とし、より具体的に、

法情報文化専攻は「情報資産管理を対象とする法律的専門知識を持つ組織マネージメント専門家の育

成」（自己点検評価報告書）を目的としている。一方今回設置を予定している心理学研究科法心理学専

攻は、法学学習ではなく、あくまでも心理学の学識と技能を深めるものであるから、その目的は決定的

に異なっている。また、法的領域をフィールドとしつつ、法運用の現場において必要とされる心理学的

専門性に裏付けられた人間理解を持ち、実践的な能力と技能を修得することを目的としているから、具

体的・個別的個人が主たる対象となるという意味で、組織的関心を持つ法情報文化専攻とは異なる今日

的目的を持っているのである。 

 
９．入学者選抜の概要 

（１）選抜の概要 

入学者の選抜については、秋期募集（試験日：１０月上旬）と春期募集（試験日：２月中旬）の２回

に分けて実施する予定である。通常の一般入学試験の他に、社会人特別入学試験及び外国人留学生特別

入学試験も併せて実施する予定である。なお、社会人特別入学試験については、受験資格として一定の

社会人経験を有する者を対象とする。 
通常の受験資格としては、次のいずれかに該当する者を予定する。 
①学士の学位を有する者、又は当該年度３月までに学士の学位を有する見込みの者 

②外国において通常の課程による１６年の学校教育を修了した者、又は当該年度３月までに修了見

込みの者 

③外国の学校が行う通信教育において、授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における１６年の課程を修了した者、又は当該年度３月までに修了見込みの者 

④文部科学大臣の指定した者 

⑤当該年度３月末現在において、大学に３年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得し

た者と本大学院が認めた者 

⑥個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者で、

当該年度３月末までに２２歳に達する者 

 

（２）選抜方法 

試験科目としては、①外国語、②専門科目、③面接および口述試験を予定する。 
①外国語は、「英語」を必須とするが、外国人留学生特別入学試験では「日本語」を課す。 
②専門科目は、「心理学」の筆記試験を行う。 
③面接及び口述試験は、専門科目及び事前に提出させる「研究計画書」についての口述試験を行う。

合否については、上記３項目を総合的に判定するものとする。なお、社会人特別入学試験について

は、①外国語及び②専門科目を免除し、③面接および口述試験を予定する。 
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心理学未習者に関する選抜方法は、①外国語、②面接および口述試験。面接および口述試験は、主と

して事前に提出させる「研究計画書」に関して実施する。 
（３）内部進学の特別推薦入学試験 

本学心理学科に在籍し、本研究科に進学を希望する者で、特に成績の優秀な者については、試験科目

として、①外国語及び②専門科目を免除し、③卒業論文審査と④面接及び口述試験を課す「特別推薦入

学試験」を予定する。 
 

１０．管理運営体制 

（１）研究科の管理運営 

教学面での管理体制については、研究科委員会を議決機関とし、研究科長を中心に執行部を構成する

管理運営体制を敷く。運営の中心を担うのは、研究科長、大学院教務委員長、大学院入試委員長等で構

成される執行部会議である。執行部会議は、概ね毎月１回開催し、研究科委員会決定事項の執行を中心

として、広く研究科の運営に当たる。 

 

（２）研究科委員会 

研究科委員会については、「駿河台大学大学院学則」第７条で「本大学院の各研究科に、研究科委員

会を置き、各専攻に専攻会議を置く。」ことを規定し、「研究科委員会は、当該研究科の教育を担当する

専任の教授及び准教授をもって組織する。」としている（大学院学則第９条）。また、研究科委員会の審

議事項については、「駿河台大学大学院研究科委員会規程」第４条に定められるとおり、次の事項が対

象となっている。 
①人事に関すること。 
②授業及び研究指導に関すること。 
③試験に関すること。 
④学位授与及び学位論文の審査に関すること。 
⑤学生の身分に関すること。 
⑥学生の賞罰に関すること。 
⑦その他、研究科に関すること。 
研究科委員会は、ほぼ月例で開催され、当該研究科教学に関わる事項、学生に関わる事項、大学全体

の教学や直面するもろもろの課題などについて審議を行う。そこで承認・決定された当該研究科の独自

課題に関しては、研究科長を中心に研究科執行部が責任を持って実践する。 
 

１１．自己点検・評価 

本学では、これまで４回の自己点検・評価作業を行っている。第１回の自己点検・評価は、大学設置

基準の平成３年の改正で、大学の自己点検・評価が努力規定として導入された後に、本学の創設１０周

年を機に平成７年から作業を開始し、平成１０年に報告書をとりまとめた。その後平成１２年と１５年

に第２回と第３回の自己点検・評価を実施したが、この３回はともに対象とした領域が限定され、本学

のすべての側面について行ったわけではなかった。 
その後、学校教育法が改正され、平成１６年度以降、大学は文部科学大臣から認証を受けた評価機関

による認証評価を受けることが義務付けられた。この新たな制度的枠組みの下で、平成１６年から全学

的体制で自己点検・評価作業に取り組み、平成１９年度に報告書をまとめ、特段の改善点の指摘はなく、

適切であると評価を受けたところである。 
（１）実施体制 

 自己点検・評価は本学に設置されている学長を委員長とする自己点検・評価委員会が所管するが、実質

的にその下に置かれた自己点検・評価実施委員会が担当している。この自己点検・評価実施委員会のなか
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に設置されている大学院自己点検・評価部会に加わり、本大学院の自己点検・評価を実施する。 
 

（２）評価項目と結果の活用・公表 

本心理学研究科においても、あらゆる側面に渡って今後の課題整理、改革の方向を精査するために認

証評価機構による認証評価を実施し、創造的発展のための機会として位置づけている。したがって評価

項目は教育研究はもとより、学生生活から施設・設備・財務状況にまで及び、第三者評価基準に即して

ほとんどすべての大学および大学院における活動を網羅している。これらの項目に加えて、本大学院の

個性に基づく項目、運営などに懸念のある項目がある場合にはそれらを追加して自己点検・評価を実施

することとしている。 

これらの評価項目に関する結果は、速やかに大学院の教育運営に反映させ、社会的要請や学生のニー

ズに積極的に応え、大学院の社会的責任を果たすこととする。また、自己点検・評価に基づく認証評価

の結果は、大学ホームページに公表する。  

 

１２．情報提供 

（１）実施方法 

本学のホームページには、現在、全科目のシラバスが公開されている他、教員のプロフィールなど多

くの情報が掲載されている。心理学研究科についても、既設の研究科と同様に本学のホームページに心

理学研究科のページを設け、インターネットで広く社会に向けて公表し、積極的に情報提供することと

している。また、毎年７月に「大学院ガイド」を発行し、大学院受験生を中心に必要な情報を提供して

いる。なお、教員の研究成果については、新たに設立される心理学部紀要である「駿河台大学心理学研

究」に掲載して公表することとする。 
 

（２）情報提供項目等 

本学の教育理念と教育方針、組織、役職者、専任教員、カリキュラム、授業の内容（シラバス）、施

設、入学者選抜の概要など基本情報のほか、必要に応じて行事や出来事等についての情報も提供する予

定である。 

 
１３．教員の資質の維持向上の方策 

（１）ファカルティー・ディベロップメント(ＦＤ) 

教員相互の教育資質の維持向上を目指すために、各専攻内・専攻間で定期的に教育内容・教育方法に

ついて協議・討論を行うとともに、互いの講義や実習を自由に参観できる授業公開を積極的に活用して

ファカルティー・ディベロップメントを実効性のあるものとする。 

 

（２）授業アンケートによる学生の評価 

授業に対する学生のニーズや教育内容及び教育方法に対する学生の評価を把握するために、学生によ

る授業評価を行う。この授業アンケートの結果は、担当教員にフィードバックされ、教員によるコメン

トを付してホーム・ページなどを通して全学に公開するとともに、FD（ファカルティ・ディベロップメ

ント）研修会を開催し、授業の改善に努力する。 

 

１４．添付資料 

資料①  心理学研究科カリキュラムイメージ図 

資料②  修士論文指導の流れ 

資料③  心理学研究科履修モデル 

資料④ 心理学研究科講義時間割表（イメージ） 
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資料⑤  心理学研究科大学院生研究室のレイアウト図 

資料⑥  「心理カウンセリングセンター」のレイアウト図 

資料⑦  外部実習受入先の承諾書 

資料⑧  「心理カウンセリングセンター規程（案）」及び心理カウンセリングセンター料金規程（案）」 
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資料① 

心理学研究科カリキュラムイメージ図 
◆臨床心理学専攻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発展科目群 

臨床心理学研究法特論 

精神医学特論 

投影法特論 

犯罪心理学特論Ⅰ 

法心理学特論Ⅰ 

非行臨床特論Ⅰ･Ⅱ 

 

基幹科目群 

基礎科目群 

臨床心理学特論Ⅰ･Ⅱ 

臨床心理面接特論Ⅰ･Ⅱ 

臨床心理査定演習Ⅰ･Ⅱ 

臨床心理基礎実習 

臨床心理実習 

人格心理学特論 

認知心理学特論 

社会心理学特論 

老年心理学特論 

心理学統計法特論 
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◆法心理学専攻 

 

発展科目群 

家族と法特論 

法心理学演習Ⅰ･Ⅱ 

供述心理学特論 

精神医学特論 

臨床心理学特論Ⅰ･Ⅱ 

臨床心理面接特論Ⅰ･Ⅱ 

消費者保護法特論 

不法行為特論 

個人情報保護法特論 

基幹科目群 

基礎科目群 

法心理学原論 

法心理学特論Ⅰ･Ⅱ 

犯罪心理学特論Ⅰ･Ⅱ 

非行臨床特論Ⅰ･Ⅱ 

法心理学実習 

人格心理学特論 

認知心理学特論 

社会心理学特論 

老年心理学特論 

心理学統計法特論 

刑事法特論  

民事法特論 

刑事政策特論 

司法手続特論 
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